
「厚生労働科学研究費補助金における事務委任について」の一部改正について

改正の内容

・財産処分制限の対象となる価格の改正（４．（10））

各省庁で異なっていた財産処分制限の対象となる価格を 50 万円以上に統

一する。

・事業実績報告書提出期限の改正（４．（９））

事業実績報告書の提出期限について「又は当該事業の終了後 61 日が経過す

る日のいずれか早い日」を追加する。

・経費の合算使用に係る改正（４．（５））

旅費及び消耗品における経費の合算使用について追記する。

・財産処分制限の対象について「その他財産」を追加（４．（10））

「ソフトウェア」が平成 27 年度の処分制限の告示に明記されたことに伴い、

ソフトウェアの購入等が想定される厚生労働科学研究費補助金において「その

他の財産」を追記する。

・補助事業に係る証拠書類等の保存期間の改正（別添 10 及び 11）

処分の制限対象となる財産を取得する等の事業の場合は、５年間を経過後も

なお当該財産を処分する日まで書類を保管するよう明記する。

・財産処分の規定の追加（４．（10）及び別添 12）

研究期間終了後に研究代表者の所属機関に機械器具を譲渡した上で、適切に

管理して研究活動に利活用することが望ましいことがある旨を明記する。

研究期間終了時等に、所属機関を通じて研究代表者に譲渡の意思を確認等す

ることを明記する。

・適用日

この変更は、平成２７年８月１日以後に取扱規程第７条第１項から第３項ま

での規定に基づき研究計画書を提出する研究課題及び同日以後に交付する同

規程第２条第３項に規定する推進事業に対する補助金から適用する。ただし、

同日前に同規程第７条第１項から第３項までの規定に基づき研究計画書を提

出する研究課題及び同日前に交付する同規程第２条第３項に規定する推進事

業に対する補助金については、なお従前の例による。


